
出席停止期間の検温・健康観察結果表

熱 痛 咳 熱 痛 咳 熱 痛 咳 熱 痛 咳 熱 痛 咳 熱 痛 咳 熱 痛 咳 熱 痛 咳

※発熱期間が長く、記録様式が足りない場合は、裏面、あるいは別の記録用紙を添付するなどして下さい。

上記のとおり、インフルエンザ症状の発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後３日を経過したので登園いたします。

　　　　　　　　 診断名　： インフルエンザ　　　A　　　または　　　B

発症後５日発症後４日発症後３日

(インフルエンザ)

登園許可証(保護者記入)

　　出席停止期間　：　インフルエンザ症状の発症した後５日間を経過し、かつ、解熱した後３日間を経過するまで。

　　　　　　　園児氏名　：

受診した医療機関名　：

                   受診日　： 令和　　　　年　　　　月　　　　日

症状確認

　　時　　分(　　　　度) 　　時　　分(　　　　度) 　　時　　分(　　　　度) 　　時　　分(　　　　度) 　　時　　分(　　　　度) 　　時　　分(　　　　度)

症状にチェック 症状にチェック 症状にチェック 症状にチェック

発症後６日

　　時　　分(　　　　度) 　　時　　分(　　　　度) 　　時　　分(　　　　度) 　　時　　分(　　　　度)

月日　(曜日)

症状にチェック

発症日

　　/　　　(　　)

症状にチェック 症状にチェック 症状にチェック

発症後２日発症後１日

　　/　　　(　　) 　　/　　　(　　) 　　/　　　(　　) 　　/　　　(　　) 　　/　　　(　　) 　　/　　　(　　) 　　/　　　(　　)

発症後７日

保護者氏名

令和　　　　年　　　　月　　　　日

備考

検温/夕(時)

検温/朝(時)

　　時　　分(　　　　度)

　　時　　分(　　　　度)

　　時　　分(　　　　度)

　　時　　分(　　　　度) 　　時　　分(　　　　度) 　　時　　分(　　　　度)

この日までは、全員登園停止です。

解熱後３日とは・・・ 例 ： 発症後２日目に解熱す

ると、３・４・５日目は 自宅安静期間です。６日目

より登園可能となります。


